
○  大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領 

 

制  定 平成 31年３月 25日 

最近改正 令和３年３月 30 日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の入札における総

合評価落札方式の運用に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 総合評価落札方式 

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下、施行令という。）第 167条の 10の

２（167 条の 12 第４項及び 167 条の 13 において準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を

落札者とする方式をいう。 

(2) 技術提案等 

技術提案、施工計画、同種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等をいう。 

(3) 評価基準等 

技術提案等を評価するための評価項目、評価基準及びその配点並びにその他評価に

必要な事項をいう。 

 (4) 工事主管局長 

   工事の設計及び監理を主管する局長をいう。 

 

（総合評価落札方式の適用の検討）  

第３条 工事主管局長は、一般競争入札を実施する工事のうち、予定価格（消費税及び地方

消費税を含む。以下同じ。）が６億円を超える工事について、総合評価落札方式の適用を

検討することとする。ただし、予定価格が６億円以下の工事であっても、第４条第１項第

１号から第３号のいずれかに該当する場合は、検討の対象とすることができる。 

 

（対象工事）  

第４条 総合評価落札方式を適用することができる工事は、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(1) 入札者の提示する性能、機能又は技術等（以下「性能等」という。）によって、工



事価格に工事に関連して生じる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更

新費を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生じ

ると認められる工事 

(2) 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して工事目的物の初期性能

の持続性、強度又は安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工

事 

(3) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要と

する工事であって、入札者の提示する性能等によって工事価格の差異に比して対策の

達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

(4) 入札者が提示する簡易な施工計画、施工能力又は実績等を総合的に評価することに

よって粗雑工事等の防止及び不良不適格業者の排除を図り、その結果として工事目的

物の性能、品質の確保若しくは向上又は維持管理費の軽減等につながることが見込ま

れる工事 

 

（実施方式） 

第５条 総合評価落札方式の実施方式は、次に掲げる方式のいずれかによるものとする 

(1) 特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事について、同種・類似工事の施工実績、工事成績及

び社会性等定量化された評価項目と入札価格とを総合的に評価するもの 

(2) 簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事について、入札者が提示する簡易な施工計画、同

種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等の評価項目と入札価格とを総合的に評

価するもの 

(3) 標準型  

技術的な工夫の余地の大きい工事について、施工上の工夫等の技術的な提案及び業

者の技術力等と入札価格とを総合的に評価するもの  

(4) 高度技術提案型  

高度な技術提案を要する工事について、設計段階からの工事目的物の初期性能の持

続性、強度、安定性、環境に関する性能及びライフサイクルコスト等の技術提案と入札

価格とを総合的に評価するもの 

 

（技術審査委員会の設置） 

第６条 総合評価落札方式における技術提案等の審査・評価等を中立かつ公正に行うため、

当該工事を主管する所属に技術審査委員会を設置する。 

２ 技術審査委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 総合評価落札方式を適用する工事の決定 



(2) 落札者決定基準の決定 

(3) 技術提案等の審査・評価 

(4) その他審議を要すると認める事項 

 

（入札公告） 

第７条  契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、施行令第

167 条の６第１項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第２項により明ら

かにしておかなければならない事項のほか、次の事項について公告をしなければならない。  

(1) 総合評価落札方式を適用して入札を実施する工事であること  

(2) 当該入札に係る申込みのうち、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なも

のをもって申込みをした者を落札者として決定するための基準（以下「落札者決定基準」

という。） 

(3) その他、総合評価落札方式を適用するために必要な事項 

 

（学識経験者の意見の聴取）  

第８条 技術審査委員会は、次の各号に掲げる場合には、２人以上の学識経験者の意見を聴

かなければならない。  

(1) 落札者決定基準を定めるとき 

(2) 落札者を決定するとき。ただし、前号の規定による意見の聴取において、当該落札者

決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があると

の意見があった場合に限る。 

 

（評価の方法等） 

第９条 総合評価落札方式による入札の実施にあたっては、次の式によって算出する評価

値をもって入札者の評価を行う。なお、当該評価値の算出にあたっては、入札価格は消費

税及び地方消費税を除いた価格とする（以下同じ。）。 

  評価値＝〔技術評価点/入札価格（千円）〕×100,000 

２ 前項に掲げる技術評価点とは、次に掲げる標準点と加算点の合計とする。 

(1) 標準点  

本市が示した評価項目ごとの最低限の技術要件をすべて満たしている場合の得点、

又は入札者に一律に付与する得点 

(2) 加算点 

入札者の技術提案等について、あらかじめ設定した評価基準等に基づき算出する得

点 

３  第１項の規定にかかわらず、入札者の入札価格が低入札価格調査制度における調査基

準価格を下回った場合には、評価値算出の入札価格を調査基準価格として評価値を算出す



る。 

４ 技術提案等の資料を提出しない者のした入札は無効とし、当該入札者の評価は行わな

い。 

５ 技術提案等の資料の作成に関し不正が行われたと認められる場合は、当該入札者のし

た入札は無効とする。 

 

（落札者の決定方法等） 

第 10条 契約管財局長は、次の各号に掲げる条件を満たす入札者のうち、前条第１項によ

り算出した評価値の最も高い者を落札者として決定する。 

(1) 入札価格が予定価格以下であること 

(2) 技術提案等の内容が、本市の標準案を満たしていること（技術提案等の資料の提出に

あたって、本市標準案をあらかじめ示した場合に限る。） 

(3) 評価値が、次の式によって算出する基準評価値を下回っていないこと 

  基準評価値＝〔標準点/予定価格（千円）〕×100,000 

２ 前項の落札者の決定において、評価値の最も高い者が 2者以上あるときは、当該入札者

にくじを引かせて落札者を決定する。 

３ 第１項の規定に関わらず、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはそ

の者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はそ

の者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく

不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価

格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が本市に

とって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。  

４ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で価格による失格基準以上の入札がない

ときは、直ちに、再入札の手続を行うものとする。なお、再入札は、すでに提出された技

術提案等に基づく価格によるものとし、技術提案等の再提出は受け付けないものとする。 

５ 事後審査型制限付一般競争入札の場合は、本条中「落札者」を「落札候補者」と読み替

えるものとする。 

 

（低入札価格調査における価格による失格基準）  

第 11条 総合評価落札方式における低入札価格調査については、工事請負契約に係る低入

札価格調査制度運用要領に定めるほか、低入札価格調査に価格をもって契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあるとしてその者を落札者としないものとする判断基

準（以下「価格による失格基準」という。）を設ける。 

２ 価格による失格基準は、別表に定める工事種目ごとに、同表に定める算定式及び基準に

基づき定めるものとする。 

 



（技術的工夫及び技術提案の審査等） 

第 12条 技術提案等の審査は、技術審査委員会において行う。  

２ 技術審査委員会は、必要があると認めたときは、提案者に対して技術提案等の内容につ

いてヒアリングを実施することができる。  

３ 技術審査委員会は、高度技術提案型において、技術提案等の内容の一部を改善すること

でより優れた技術提案等となる場合や一部の不備を解決できる場合には、提案者に当該

技術提案等の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合、技

術審査委員会は、透明性の確保のため、契約後速やかに技術提案等の改善に係る過程の概

要について公表するものとする。 

 

（評価結果等の公表） 

第 13条 総合評価落札方式による入札を実施した場合は、入札者の次の各号に掲げる事項

を、落札者決定後速やかに公表する。 

(1) 標準点 

(2) 加算点 

(3) 評価値（公表にあたっては、小数点以下第 4位未満を切り捨てる。） 

(4) 評価順位 

 

（評価結果に対する評価理由の説明） 

第 14 条 入札者は、評価結果等の公表があった日の翌日から起算して 14 日（大阪市の休

日を定める条例（平成 3 年条例第 42 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる休日（以下「休日」

という。）を除く。）以内に、当該入札者本人における技術提案等の評価の理由について、

契約担当者に対して書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

２ 契約担当者は、前項の請求があった日の翌日から起算して原則として 7 日（休日を除

く）以内に、前項の請求を行った者に対して書面により回答するものとする。 

 

（責任の所在等）  

第 15条 工事主管局長は、技術提案等に係る内容について、受注者に適正に履行をさせな

ければならない。 

２ 受注者が技術提案等に係る内容を履行することができなかった場合には、再度の履行

義務を課すとともに、その態様及び程度に応じて次の各号に掲げる措置を講じることが

できる。 

(1) 悪質な行為があると認められる場合、契約の解除及び大阪市競争入札参加停止措置

要綱に基づく停止措置等の措置 

(2) 工事成績評定点の減点 

３ 前項第２号の評価点の減点は、次の式によって算出する額とする。 



  工事成績点の減点値＝〔（入札時の技術提案等に関する得点の合計－施工後の実績に相

当する技術提案等に関する得点の合計）/入札時の技術提案等に関する得点の合計〕×10 

 

（技術提案等にかかる違約金）  

第 16条 前条第２項に定める措置のほか、受注者が技術提案等に係る内容を履行できなか

った場合において、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、受注者から違約金を徴

収しなければならない 

 

 

２ 前項の違約金の額は、次の式によって算出する額とする。 

  違約金の額＝当初の請負金額×〔１－（標準点＋提案内容のとおり施工できなかった場

合の加算点）/（標準点＋入札時の提案内容に基づく加算点）〕 

 

（契約書等への明記）  

第 17条 前２条の規定については、特記事項として、入札説明書及び契約書に明記するも

のとする。 

 

（技術提案等の保護） 

第 18条 技術提案等については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されてい

る状態となった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他

的権利を有する提案についてはこの限りでない。 

 

（秘密の保持）  

第 19条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料

等は、公表しないものとする。 

 

（その他）  

第 20条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は契約管財局

長が別に定める。  

２  この要領によりがたい場合は、契約管財局長と工事主管局長が協議して定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 31年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領第２条の規定は、平

成 32年４月１日以後に入札に参加しようとするものを募集する契約について適用し、同日

前に入札に参加するものを募集する契約については、なお従前の例による。 



３ 大阪市公共工事総合評価落札方式試行要領（平成 19年３月 30日制定）は、平成 31年３

月 31日をもって廃止する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  



別表（総合評価落札方式における価格による失格基準） 

１ 土木工事・舗装工事・造園工事・しゅんせつ工事・管更生工事 等（土木・舗装・造園工事などに伴う

電気工事・給排水衛生冷暖房工事・電気通信工事・諸設備工事等を含む） 

項目 算定式 価格による失格基準 

直接工事費 本市設計金額の 90％ 

左記の 

合計金額未満 

共通仮設費 本市設計金額の 80％ 

現場管理費 本市設計金額の 80％ 

一般管理費等 本市設計金額の 30％ 

 

２ 橋梁・鋼管工事（Ａ）鋼桁工事 

項目 算定式 価格による失格基準 

直接経費 

（工場製作工のうち、材料費・製作

費・工事塗装費含む） 

本市設計金額の 90％ 

左記の 

合計金額未満 

共通仮設費 

（工場製作工のうち、間接労務費含

む） 

本市設計金額の 80％ 

現場管理費 

（工場製作工のうち、工場管理費含

む） 

本市設計金額の 80％ 

一般管理費等 本市設計金額の 30％ 

 

３ 建築工事等 

（建築工事などに伴う電気工事・給排水衛生冷暖房工事・電気通信工事・諸設備工事等を含む） 

項目 算定式 価格による失格基準 

直接工事費 

（直接工事費－現場管理費相当額※） 
本市設計金額の 90％ 

左記の 

合計金額未満 

共通仮設費 本市設計金額の 80％ 

現場管理費 

（現場管理費＋現場管理費相当額※） 
本市設計金額の 80％ 

一般管理費等 本市設計金額の 30％ 

※ 現場管理費相当額は、直接工事費の 10％とする。 

 



４ 諸設備工事（プラント機械・電気設備） 

項目 算定式 価格による失格基準 

直接経費※１のうち機器費※２を除い

た額 
本市設計金額の 90％ 

左記の 

合計金額未満 

共通仮設費 本市設計金額の 80％ 

現場管理費 

（現場管理費＋据付間接費＋設計技

術費） 

本市設計金額の 80％ 

一般管理費等のうち機器費の一般管

理費等を除いた額 
本市設計金額の 30％ 

※１ 機器費＋直接工事費 

※２ 機器費（修理費含む）は、当該機器製作者の一般管理費等を除く 


